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【 請 求 項 １ 】
ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス に 対 す る 現 在 の 表 示 状 態 を 決 定 し 、 決 定 し た 現 在 の 表 示 状 態 に
対 す る １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 に 従 っ て 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 現 在 の 具
体 事 例 を 設 定 す る た め に 装 備 さ れ た ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 実 施 す る た め の
第 １ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 で あ っ て 、 １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 の そ れ ぞ れ が
、 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 セ ル に 対 す る １ つ ま た は 複 数 の
表 示 セ ル 定 義 を 含 む 命 令 と 、
少 な く と も 他 の １ つ の 製 品 機 能 を 実 施 す る 第 ２ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 と を 含 む 製 品
。
【 請 求 項 ２ 】
ユ ー ザ が 対 話 し た ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 直 前 の 具 体 事 例 の レ ン ダ リ ン グ さ れ た 表 示
セ ル に 関 す る 表 示 セ ル 定 義 に 従 っ て 、 前 記 決 定 を 行 う た め の 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー
ス 設 定 機 能 を 前 記 第 １ の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が さ ら に 装 備 す る こ と で あ っ て 、 前 記 表 示 セ
ル 定 義 が 、 レ ン ダ リ ン グ さ れ た 表 示 セ ル と ユ ー ザ が 対 話 す る 場 合 に 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー
フ ェ ー ス に 対 す る 表 示 状 態 を 指 定 す る 状 態 遷 移 規 則 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 第 １ の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 １ の 表 示 セ ル に 対 す
る 第 １ の 表 示 セ ル 定 義 に 従 っ て 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 現 在 の 具 体 事 例 の 少 な く
と も 第 １ の 部 分 を 生 成 す る こ と に よ っ て 、 前 記 設 定 す る こ と を 実 施 す る た め の 前 記 ユ ー ザ
・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を さ ら に 装 備 す る こ と で あ っ て 、 第 １ の 表 示 セ ル 定 義 が 該 ユ
ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 第 １ の 表 示 セ ル の 構 成 内 容 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ に 記 載 の 製 品 。



【 請 求 項 ４ 】
前 記 第 １ の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 ２ の 表 示 セ ル に 関 す
る 第 ２ の 表 示 セ ル 定 義 に 従 っ て 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 現 在 の 具 体 事 例 の 第 ２ の
部 分 を 生 成 す る こ と に よ っ て 前 記 設 定 す る こ と を 実 施 す る よ う に 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ
ェ ー ス 設 定 機 能 を さ ら に 装 備 す る こ と で あ っ て 、 第 ２ の 表 示 セ ル 定 義 が 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ
ー フ ェ ー ス の 前 記 第 ２ の 表 示 セ ル の 構 成 内 容 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 製
品 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 第 １ の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 疑 似 表 示 状 態 に 基 づ き 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス
の 疑 似 具 体 事 例 か ら 継 承 し た 構 成 内 容 を 用 い て 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 現 在 の 具 体
事 例 の 部 分 を 生 成 す る こ と に よ っ て 前 記 設 定 す る こ と を 実 施 す る よ う に 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン
タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 装 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 製 品 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 表 示 状 態 が 多 デ ィ メ ン シ ョ ン で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 製 品 。
【 請 求 項 ７ 】
該 製 品 が ブ ラ ウ ザ お よ び オ ペ レ ー テ ィ ン グ ・ シ ス テ ム の 選 択 さ れ た １ つ で あ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 製 品 。
【 請 求 項 ８ 】
ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 １ の 具 体 事 例 の 第 １ の 部 分 を 、 表 示 セ ル に 関 す る 表 示 セ ル
定 義 に 従 っ て 生 成 し 、 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 ２ の 具 体 事 例 の 第 ２ の 部 分 を 前
記 表 示 セ ル に 関 す る 前 記 表 示 セ ル 定 義 に 従 っ て 生 成 す る よ う に 装 備 さ れ た ユ ー ザ ・ イ ン タ
ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 実 施 す る た め の 第 １ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 で あ っ て 、 該 表 示
セ ル 定 義 が 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 第 １ の 具 体 事 例 の 前 記 第 １ の 部 分 に 関 す
る 前 記 第 １ の 表 示 セ ル の た め の 構 成 内 容 を 指 定 し 、 該 表 示 セ ル 定 義 が 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ
ー フ ェ ー ス の 前 記 第 ２ の 具 体 事 例 の 前 記 第 ２ の 部 分 に 関 す る 前 記 表 示 セ ル の た め の 構 成 内
容 も 指 定 す る 命 令 と 、
少 な く と も １ つ の 他 の 製 品 機 能 を 実 施 す る た め の 第 ２ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 と を 含
む 製 品 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 第 １ の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 第 １ ／ 第 ２ の 具
体 事 例 の 第 ３ の 部 分 を 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 疑 似 具 体 事 例 か ら 継 承 し た 構 成 内
容 を 用 い て 生 成 す る た め に 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を さ ら に 装 備 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 製 品 。
【 請 求 項 １ ０ 】
ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 具 体 事 例 の 第 １ の 部 分 を 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 疑 似
命 令 か ら 継 承 し た 構 成 内 容 を 用 い て 生 成 す る た め に 装 備 さ れ た ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス
設 定 機 能 を 実 施 し 、 か つ 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 具 体 事 例 の 第 ２ の 部 分 を 、
表 示 セ ル に 関 す る 表 示 セ ル 定 義 に 従 っ て 生 成 す る た め に 第 １ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令
を 含 み 、 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 具 体 事 例 に 関 す る 前 記 表 示 セ ル の た め の 構
成 内 容 を 該 表 示 セ ル 定 義 が 指 定 す る 第 １ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 と 、
少 な く と も １ つ の 他 の 製 品 機 能 を 実 施 す る た め の 第 ２ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 と を 含
む こ と を 特 徴 と す る 製 品 。
【 請 求 項 １ １ 】
ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 １ の 具 体 事 例 を 設 定 す る た め に 装 備 さ れ た ユ ー ザ ・ イ ン タ
ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 、 第 １ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 に 従 っ て 実 施 し 、 ユ ー ザ 対
話 の 場 合 に は 状 態 遷 移 規 則 に 対 す る 指 定 を 含 む 前 記 第 １ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義
に 従 っ て 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 １ の 具 体 事 例 の 一 部 と の ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ
ー ス に 基 づ い て 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 次 の 表 示 状 態 を 決 定 し 、 か つ 該 ユ ー ザ ・ イ
ン タ ー フ ェ ー ス の 次 の 具 体 事 例 を 、 該 決 定 さ れ た 次 の 表 示 状 態 に 関 す る 第 ２ の １ つ ま た は
複 数 の 表 示 状 態 定 義 に 従 っ て 設 定 す る た め の 第 １ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 と 、
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少 な く と も １ つ の 他 の 製 品 機 能 を 実 施 す る た め の 第 ２ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 と を 含
む 製 品 。
【 請 求 項 １ ２ 】
通 信 機 能 を 実 施 す る た め の 第 １ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 と 、
ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 実 施 す る た め の 第 ２ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 と
、 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 １ の 具 体 事 例 の 、 第 １ の 複 数 の 表 示 セ ル に 関 す る 構 成 内
容 と 、 前 記 第 １ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 に 従 っ て 、 前 記 遠 隔 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ
イ ス 上 で レ ン ダ リ ン グ す る た め の 前 記 第 １ の 複 数 の 表 示 セ ル に 関 す る 構 成 内 容 と を 指 定 す
る 第 １ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 を 遠 隔 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス に 送 信 す る た め 、
ま た 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 第 １ の 具 体 事 例 と の 第 １ の ユ ー ザ 対 話 に 応 答 し
て レ ン ダ リ ン グ さ れ る べ き ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 ２ の 具 体 事 例 の 第 ２ の 複 数 の 表
示 セ ル に 関 す る 構 成 内 容 と 、 前 記 第 １ の ユ ー ザ 対 話 が 発 生 し た 場 合 に 、 前 記 第 ２ の １ 人 ま
た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 に 従 っ て 、 前 記 遠 隔 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 上 で レ ン ダ リ ン グ す
る た め の 前 記 第 ２ の 複 数 の 表 示 セ ル に 関 す る 前 記 構 成 内 容 と を 指 定 す る 第 ２ の １ つ ま た は
複 数 の 表 示 状 態 定 義 を 前 記 遠 隔 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス に さ ら に 前 も っ て 送 信 す る よ う に
装 備 さ れ た ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 実 施 す る た め の 第 ２ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ
ン グ 命 令 と
を 含 む ア プ リ ケ ー シ ョ ン ・ サ ー バ 。
【 請 求 項 １ ３ 】
該 第 ２ の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 前 記 遠 隔 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス に 、 前 記 ユ ー ザ
・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 第 １ と 前 記 第 ２ の 具 体 事 例 の 前 記 レ ン ダ リ ン グ の 少 な く と も 選
択 さ れ た １ つ に 継 承 さ れ る べ き 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 疑 似 具 体 事 例 の 構 成 内 容
を 送 信 す る た め の 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を さ ら に 装 備 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン ・ サ ー バ 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 第 １ と 第 ２ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 が 、 第 １ ／ 第 ２ の 複 数 の 表 示 セ ル に 関 す
る 構 成 内 容 を 対 応 付 け て 指 定 す る 前 記 第 １ ／ 第 ２ の 複 数 の 表 示 セ ル 定 義 を 含 む こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン ・ サ ー バ 。
【 請 求 項 １ ５ 】
前 記 第 １ と 第 ２ の 表 示 セ ル 定 義 の そ れ ぞ れ が 、 第 １ ／ 第 ２ の 表 示 セ ル と の ユ ー ザ 対 話 の 場
合 に 、 遷 移 さ れ る べ き 表 示 状 態 を 対 応 付 け て 指 定 す る 該 第 １ ／ 第 ２ の 複 数 の 表 示 状 態 遷 移
規 則 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ に 記 載 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン ・ サ ー バ 。
【 請 求 項 １ ６ 】
ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 現 在 の 表 示 状 態 を 決 定 す る よ う に 装 備 さ れ た ユ ー ザ ・ イ ン タ
ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 実 施 し 、 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 現 在 の 具 体 事 例 を 、 決 定
さ れ た 現 在 の 表 示 状 態 に 関 す る １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 に し た が っ て 設 定 す る た め
に 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 を 記 憶 し て い る 記 憶 媒 体 で あ っ て 、 前 記 １ つ ま た は 複 数 の 表
示 状 態 定 義 の そ れ ぞ れ が 、 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 セ ル に
関 す る １ つ ま た は 複 数 の 表 示 セ ル 定 義 を 含 む 記 憶 媒 体 と 、
該 プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 を 実 行 す る た め に 該 記 憶 媒 体 に 結 合 さ れ て い る プ ロ セ ッ サ と
を 含 む こ と を 特 徴 と す る ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 １ ７ 】
前 記 プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 ユ ー ザ が 対 話 し た 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 直 前 の 具 体
事 例 の 、 レ ン ダ リ ン グ さ れ た 表 示 セ ル に 関 す る 表 示 セ ル 定 義 に 従 っ て 前 記 決 定 を 行 う よ う
に 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を さ ら に 装 備 す る こ と で あ っ て 、 前 記 表 示 セ ル
定 義 が 、 該 レ ン ダ リ ン グ さ れ た 表 示 セ ル と ユ ー ザ が 対 話 す る 場 合 に 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー
フ ェ ー ス に 対 す る 該 表 示 状 態 を 指 定 す る 状 態 遷 移 規 則 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６
に 記 載 の ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 １ ８ 】
前 記 プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 現 在 の 具 体 事 例 の 少 な く と も
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第 １ の 部 分 を 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 １ の 表 示 セ ル に 関 す る 第 １ の 表 示 セ ル 定
義 に 従 っ て 生 成 す る こ と に よ っ て 前 記 設 定 を 実 施 す る よ う に 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー
ス 設 定 機 能 を さ ら に 装 備 す る こ と で あ っ て 、 該 第 １ の 表 示 セ ル 定 義 が 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー
フ ェ ー ス の 前 記 第 １ の 表 示 セ ル の 構 成 内 容 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の ク
ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 該 現 在 の 具 体 事 例 の 第 ２ の 部
分 を 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 ２ の 表 示 セ ル に 関 す る 第 ２ の 表 示 セ ル 定 義 に 従 っ
て 生 成 す る こ と に よ っ て 前 記 設 定 す る こ と を 実 施 す る よ う に 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー
ス 設 定 機 能 を さ ら に 装 備 す る こ と で あ っ て 、 該 第 ２ の 表 示 セ ル 定 義 が 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー
フ ェ ー ス の 前 記 第 ２ の 表 示 セ ル の 構 成 内 容 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の ク
ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
前 記 プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 疑 似 表 示 状 態 に 基 づ き 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 疑 似
具 体 事 例 か ら 継 承 し た 構 成 内 容 を 用 い て 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 該 現 在 の 具 体 事 例
の 一 部 を 生 成 す る こ と に よ っ て 前 記 設 定 す る こ と を 実 施 す る よ う に 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー
フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 装 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ
ス 。
【 請 求 項 ２ １ 】
前 記 表 示 状 態 が 多 デ ィ メ ン シ ョ ン で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の ク ラ イ ア ン
ト ・ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
該 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス が 無 線 電 話 、 パ ー ム サ イ ズ の コ ン ピ ュ ー タ ・ デ バ イ ス 、 お よ び
ノ ー ト ブ ッ ク サ イ ズ の コ ン ピ ュ ー タ ・ デ バ イ ス の 選 択 さ れ た １ つ で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ ６ に 記 載 の ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 １ の 具 体 事 例 の 第 １ の 部 分 を 、 表 示 セ ル に 関 す る 表 示 セ ル
定 義 に 従 っ て 生 成 す る た め に 装 備 さ れ た ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 実 施 し 、 前
記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 ２ の 具 体 事 例 の 第 ２ の 部 分 を 、 前 記 表 示 セ ル に 関 す る 前
記 表 示 セ ル 定 義 に 従 っ て 生 成 す る よ う に 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 を 記 憶 し て い る 記 憶 媒
体 で あ っ て 、 該 表 示 セ ル 定 義 が 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 第 １ の 具 体 事 例 の 前
記 第 １ の 部 分 の た め の 前 記 表 示 セ ル に 関 す る 構 成 内 容 を 指 定 し 、 前 記 表 示 セ ル 定 義 が 、 前
記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 第 ２ の 具 体 事 例 の 前 記 第 ２ の 部 分 の た め の 前 記 表 示 セ
ル に 関 す る 構 成 内 容 も 指 定 す る こ と を 含 む 記 憶 媒 体 と 、
該 プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 を 実 行 す る た め に 該 記 憶 媒 体 に 結 合 さ れ て い る プ ロ セ ッ サ と
を 含 む こ と を 特 徴 と す る ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
前 記 プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 疑 似 具 体 事 例 か ら 継 承 し た 構
成 内 容 を 用 い て 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 第 １ ／ 第 ２ の 命 令 の 第 ３ の 部 分 を 生
成 す る よ う に 、 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を さ ら に 装 備 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ２ ３ に 記 載 の ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 疑 似 具 体 事 例 か ら 継 承 し た 構 成 内 容 を 用 い て 該 ユ ー ザ ・ イ ン
タ ー フ ェ ー ス の 具 体 事 例 の 第 １ の 部 分 を 生 成 し 、 か つ 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前
記 具 体 事 例 の 第 ２ の 部 分 を 、 表 示 セ ル に 関 す る 表 示 セ ル 定 義 に 従 っ て 生 成 す る よ う に 装 備
さ れ た ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 実 施 す る た め の 、 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令
を 記 憶 し て い る 記 憶 媒 体 で あ っ て 、 該 表 示 セ ル 定 義 が 、 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の
前 記 具 体 事 例 の た め の 前 記 表 示 セ ル に 関 す る 構 成 内 容 を 指 定 す る 記 憶 媒 体 と 、
該 プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 を 実 行 す る た め に 該 記 憶 媒 体 に 結 合 さ れ て い る プ ロ セ ッ サ と
を 含 む ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 。
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【 請 求 項 ２ ６ 】
第 １ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 に 従 っ て ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 １ の 具 体 事
例 を 設 定 し 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 該 第 １ の 具 体 事 例 の 一 部 と の ユ ー ザ ・ イ ン タ
ー フ ェ ー ス に 基 づ き 、 か つ ユ ー ザ の 対 話 の 場 合 に 状 態 遷 移 規 則 に 関 す る 指 定 を 含 む 前 記 第
１ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 に 従 っ て 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 次 の 表 示 状
態 を 決 定 し 、 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 次 の 具 体 事 例 を 、 該 決 定 し た 次 の 表 示 状 態 に
関 す る 第 ２ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 に 従 っ て 設 定 す る よ う に 装 備 さ れ て い る ユ ー
ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 実 施 す る た め の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 を 記 憶 し て い
る 記 憶 媒 体 と 、
該 プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 を 実 行 す る た め に 前 記 記 憶 媒 体 に 結 合 さ れ た プ ロ セ ッ サ と
を 含 む ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
遠 隔 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス に 、 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 １ の 具 体 事 例 の 第 １ の 複
数 の 表 示 セ ル に 関 す る 構 成 内 容 を 指 定 す る 第 １ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 と 、 前 記
第 １ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 に 従 っ て 前 記 遠 隔 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 上 で レ ン
ダ リ ン グ す る た め の 前 記 第 １ の 複 数 の 表 示 セ ル に 関 す る 構 成 内 容 と を 送 信 し 、 さ ら に 前 記
遠 隔 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス に 、 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 前 記 第 １ の 具 体 事 例 と の 第
１ の ユ ー ザ の 対 話 に 応 答 し て レ ン ダ リ ン グ さ れ る べ き ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 第 ２ の
具 体 事 例 の 第 ２ の 複 数 の 表 示 セ ル に 関 す る 構 成 内 容 を 指 定 す る 第 ２ の １ つ ま た は 複 数 の 表
示 状 態 定 義 と 、 前 記 第 １ の ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス が 行 な わ れ た 場 合 に 、 前 記 第 ２ の １
つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 に 従 っ て 前 記 遠 隔 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス 上 で レ ン ダ リ ン グ
す る た め の 前 記 第 ２ の 複 数 の 表 示 セ ル に 関 す る 前 記 構 成 内 容 と を 前 も っ て 送 信 す る よ う に
装 備 さ れ て い る ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を 実 施 す る た め の 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン
グ 命 令 を 記 憶 し て い る 記 憶 媒 体 と 、
該 プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 を 実 施 す る た め に 該 記 憶 媒 体 に 結 合 さ れ て い る 少 な く と も １ つ の プ
ロ セ ッ サ と
を 含 む サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
該 複 数 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 命 令 が 、 前 記 遠 隔 ク ラ イ ア ン ト ・ デ バ イ ス に 、 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン
タ ー フ ェ ー ス の 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の 具 体 事 例 の 少 な く と も 選 択 さ れ た 前 記 レ ン ダ リ
ン グ の １ つ に 継 承 さ れ る べ き 前 記 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 疑 似 命 令 の 構 成 内 容 を 送 信
す る た め の 該 ユ ー ザ ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 機 能 を さ ら に 装 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ２ ７ に 記 載 の サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
前 記 第 １ お よ び 第 ２ の １ つ ま た は 複 数 の 表 示 状 態 定 義 の そ れ ぞ れ が 、 前 記 第 １ お よ び 第 ２
の 複 数 の 表 示 セ ル に 関 す る 構 成 内 容 を 対 応 す る よ う に 指 定 す る 第 １ ／ 第 ２ の 複 数 の 表 示 セ
ル 定 義 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ７ に 記 載 の サ ー バ 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 表 示 セ ル 定 義 の そ れ ぞ れ が 、 第 １ ／ 第 ２ の 表 示 セ ル と の ユ ー ザ の 対
話 の 場 合 に 、 遷 移 さ れ る べ き 表 示 状 態 を 対 応 付 け て 指 定 す る 第 １ ／ 第 ２ の 複 数 の 表 示 状 態
遷 移 規 則 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ９ に 記 載 の サ ー バ 。
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